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す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。
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三 

 
衆
議
院
議
員
松
浦
利
尚
君
提
出
二
・
四
・
五
―
Ｔ
系
除
草
剤
の
廃
棄
処
分
に
か
か
る
具
体
的
な
処 

理
方
法
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て 

二
・
四
・
五
―
Ｔ
除
草
剤
埋
没
箇
所
の
土
壌
対
策
等
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
、
林
野
庁
が
昭
和
五
十
九
年

十
一
月
に
開
催
し
た
専
門
家
か
ら
成
る
検
討
会
に
お
い
て
は
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
は
、
難
水
溶
性
で
あ
る
こ
と
、

土
壌
へ
の
吸
着
性
が
極
め
て
強
い
こ
と
、
二
・
四
・
五
―
Ｔ
除
草
剤
が
容
器
等
の
ま
ま
埋
没
処
分
さ
れ
た
箇
所

に
お
い
て
も
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
の
流
出
は
埋
没
箇
所
の
直
下
に
と
ど
ま
り
、
周
囲
に
は
ほ
と
ん
ど
移
動
し
て
い

な
い
こ
と
等
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
な
報
告
か
ら
み
て
、
御
指
摘
の
林
野
庁
長
官
通
達
に
基
づ
き
、
二
・
四
・
五
―
Ｔ
除
草
剤
を
十
倍

量
程
度
の
土
壌
と
よ
く
混
和
し
た
上
、
セ
メ
ン
ト
等
と
練
り
合
わ
せ
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
塊
と
し
て
、
埋
没
処
分 



四
に
つ
い
て 

2
か
ら

4
ま
で 

化
学
物
質
の
人
体
、
環
境
へ
の
影
響
の
チ
ェ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
、
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製 

1 

産
業
界
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
化
学
物
質
の
正
確
な
総
数
は
不
明
で
あ
る
が
、
化
学
物
質
の
審
査
及 

が
さ
れ
た
箇
所
に
つ
い
て
は
、
土
壌
を
か
く
乱
す
る
行
為
の
防
止
等
に
努
め
る
こ
と
に
よ
り
、
埋
没
箇
所
の
周

囲
へ
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
の
移
動
等
は
生
じ
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

な
お
、
一
層
の
安
全
を
期
す
る
た
め
、
昭
和
六
十
四
年
度
に
は
、
一
部
の
二
・
四
・
五
―
Ｔ
除
草
剤
の
埋
没

箇
所
に
お
い
て
、
再
度
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
に
係
る
調
査
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。 

造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
及
び
毒
物
及
び
劇
物 

取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）
に
基
づ
き
、
鋭
意
進
め
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
毎
年
合 

び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
七
号
）
に
定
め
る
既
存
化
学
物
質
名
簿
に
収

載
さ
れ
て
い
る
化
学
物
質
の
数
は
約
二
万
種
類
で
あ
る
。 

四 

 



 

五 

計
数
百
件
の
チ
ェ
ッ
ク
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
化
学
物
質
に
関
し
て
は
、
十
四
物
質
に
つ
い
て
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る

法
律
及
び
労
働
安
全
衛
生
法
に
よ
り
特
定
の
用
途
に
使
用
す
る
場
合
を
除
い
て
使
用
の
禁
止
等
の
措
置
を
講

じ
、
十
物
質
に
つ
い
て
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
に
よ
り
特
定
毒
物
と
し
て
指
定
す
る
と
と
も
に
使
用
者
、
用

途
等
に
つ
い
て
厳
格
な
制
限
措
置
を
講
ず
る
等
、
所
要
の
規
制
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

さ
ら
に
、
一
定
の
化
学
物
質
に
つ
い
て
は
、
環
境
中
に
お
け
る
そ
の
残
留
状
況
の
把
握
に
も
努
め
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




